
１１ 市報たく２０１０．５

　

世
界
赤
十
字
デ
ー
（
５
月
８
日
）
の
全

国
統
一
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
、
県
内
各

地
で
「
１
０
０
０
人
赤
十
字
救
急
法
実
践

講
習
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

日　

時　

５
月　

日
水　
　

時
～　

時

１２

１４

１６

　

会　

場　

小
城
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
桜
楽
館
」

　

講
習
内
容　

心
肺
蘇
生
法　

　
　
　
　
　
　

Ａ
Ｅ
Ｄ
使
用
法

■
問
い
合
わ
せ　

　

日
赤
佐
賀
県
支
部　

多
久
市
地
区

（
多
久
市
社
会
福
祉
協
議
会
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

−

３
５
９
３

７５

　

４
月
か
ら
、
上
野
雅
也
医
師
（
整
形
外

科
）
と
山
地
康
大
郎
医
師
（
外
科
）
が
着

任
し
、
市
立
病
院
の
診
療
体
制
は
左
表
の

よ
う
に
変
わ
り
ま
し
た
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

多
久
市
立
病
院　
　

☎　

−
２
１
０
５

７５

　　行政からのお知らせ

5
月
は
赤
十
字
月
間
で
す

平
成　

年
度
救
急
法

22

　
　
   
実
践
講
習
会

市
立
病
院
の
診
療
体

制
が
変
わ
り
ま
し
た

平成２２年４月１日から　　　　　　　　　　診療担当医師および受付時間
耳鼻咽喉科整形外科外　科内　　科受

付
時
間

８：３０～１１：３０
１４：００～１７：１５

（新患は１６：００まで）

８：３０～１１：３０
午前中

（午後手術）

８：３０～１１：３０
午前中

（午後手術）

１４：００～１６：００

午　後

８：３０～１１：３０
午　前

３診２診１診

山　口
上　野
（新患）長　嶺原　田

雨　森芥　川
（新患）後　藤月 内野 １４：３０～

（循環器）

山　口
長　嶺
（新患）上　野松　尾後　藤

田　中
（呼吸器）

雨　森
（新患）火

（手術・検査）
上　野
（新患）長　嶺原　田芥　川

後　藤
（新患）芥　川雨　森水

山　口
長　嶺
（新患）上　野松　尾雨　森

中　村
（呼吸器）

後　藤
（新患）木

山　口
上　野
（新患）長　嶺山　地芥　川

雨　森
（新患）後　藤金

休診日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）※ただし急患の場合は何時でも受付します。

Q
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
時
の
自
己
負
担

　

の
割
合
と
国
民
健
康
保
険
税
は
？

A
ど
ち
ら
も
一
般
の
国
民
健
康
保
険
の
方

と
同
じ
で
す
。

Q
一
般
と
退
職
、
何
が
違
う
の
？

A
『
退
職
者
医
療
制
度
』
で
は
、
病
院
に

か
か
っ
た
と
き
の
自
己
負
担
分
（
３
割
）

以
外
の
医
療
費（
７
割
）の
一
部
は
、
職
場

の
健
康
保
険
な
ど
が
出
し
合
う「
拠
出
金
」

で
賄
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
間
接
的

に
み
な
さ
ん
の
国
民
健
康
保
険
税
の
負
担

軽
減
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
し
、
届
出
を
せ
ず
に
退
職
保
険
証
で

は
な
く
一
般
保
険
証
の
ま
ま
で
い
る
と
、

一
般
の
医
療
費
が
増
え
続
け
、
毎
年
の
保

険
税
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
い

ま
す
。

Q
手
続
き
は
？

A
年
金
の
受
給
権
が
発
生
し
、
年
金
証
書

を
受
け
取
ら
れ
た
ら
、　

日
以
内
に
国
保

１４

の
保
険
証
・
年
金
証
書
・
印
鑑
を
持
っ
て

保
険
年
金
係
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

仕
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
に
な
る
方

暫
退
職
者
本
人
（
退
職
被
保
険
者
）

　

次
の
３
つ
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

②
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
の
加
入
期
間
が

　
　

年
以
上
も
し
く
は　

歳
以
降
に　

年

２０

４０

１０

　

以
上
で
、
そ
の
年
金
を
受
給
し
て
い

　

る
方

③　

歳
未
満
の
方

６５
暫
退
職
被
扶
養
者

　

次
の
５
つ
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

②
退
職
者
本
人
の
配
偶
者
お
よ
び
３
親
等

　

内
の
親
族

③
退
職
者
本
人
と
同
世
帯
で
、
お
も
に
退

　

職
者
本
人
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持

　

し
て
い
る
方

④　

歳
未
満
の
方

６５
⑤
年
間
の
収
入
が
１
３
０
万
円
（　

歳
以

６０

　

上
の
方
お
よ
び
障
害
者
は
１
８
０
万

　

円
）
未
満
の
方

■
問
い
合
わ
せ

　

市
民
生
活
課　

保
険
年
金
係

　
　
　
　
　
　

緯　

−

２
１
５
９

７５

SAGA

国保

国

保

通

信

　

会
社
な
ど
を
退
職
し
て
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
方
ま
た
は
、
現
在
加
入
し
て
い
る

方
、
被
用
者
年
金
（
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
な
ど
）
を
受
給
し
て
い
る　

歳
未
満
の
方
と
、

６５

そ
の
被
扶
養
者
は
、
国
民
健
康
保
険
【
退
職
者
医
療
制
度
】
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。


